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インターネットによる法人所得税申告および納税期限日の延長について 

 

COVID-19 の感染拡大に対応し、事業者を支援するため、財務省

は、歳入局のインターネット提出用プラットフォームを利用した納税申

告書の提出および納税期限日を延長する旨を、２０２１年４月３０日付

通達により発表しました。その概要は以下の通りです。 

 

非上場会社及びパートナーシップ 

 

申告書 提出締切日 
延長期限日 

(電子申告) 

PND.50*と PND. 55**  

（場合によっては、監査済財

務諸表およびその他の関連書

類が含まれる）。 

2021年 5月および

2021年 6月中 

2021年 6月 30日まで 

移転価格開示フォーム 2021年 5月および

2021年 6月中 

2021年 6月 30日まで 

 

上場企業 

 

申告書 提出締切日 
延長期限日 

(電子申告) 

PND.50*  

（場合によっては、監査済財

務諸表及びその他の関連書類

が含まれる）。 

2021年 5月および

2021年 6月中 

2021年 6月 30日まで(以

下の条件に従う) 

移転価格開示フォーム 2021年 5月および

2021年 6月中 

2021年 6月 30日までに

(以下の条件に従う) 

*法人税申告書 ** 財団法人・協会法人税申告書 

 

上場会社は、貸借対照表と損益計算書の承認のための年次総会を 2021年

4 月 26 日から 30 日の間に当初設定し、COVID19 による制限により、そ

のような総会が当初の日程から 1 ヶ月以内に再設定される必要がある場

http://www2.deloitte.com/us/en.html


合にのみ、この申告期限延長の対象となります。上場会社は、当初の会

議日程と再設定された総会日程を歳入局に通知する必要があります。上

場会社は、2021 年 5 月 31 日までに歳入局のウェブサイトを利用し、当

初および再設定された総会の日程を歳入局長官に通知しなければいけま

せん。 
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